
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部
障がい福祉課障がい手当係

はじめに
本資料の一番の目的は、皆様に扶養共済の存在を認知していただくこととしております。
利用者様等からご相談等がございましたら、障がい福祉課障がい手当係（011-211-2936）又
は資料末尾の連絡先をご案内ください。
また、資料内でご不明な点がございましたら、同連絡先にお問い合わせください。

令和３年度 集団指導







加入者増加へ向けて制度の周知と理解の促進が必要な状況となっている。



生活保護を受けている方もご加入いただけます。







※加入者や障がいのある方がお亡くなりになる時期によっては、保険料掛金支払額よりも年金受給額が少なくなる場合もあります。
また、障がいのある方が加入者よりも先に亡くなった場合は年金は受給できません（次ページの弔慰金参照）。














